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九州大学における購入物品の機種の選定に関する取扱規程

平成１６年度九大規程第８１号

施 行：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ５年 ５月１９日

（令和５年度九大規程第５号）

（趣旨）

第１条 九州大学において購入しようとする物品（以下「購入物品」という。）に関し、機種の

選定を行う必要がある場合の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規程において、「部局」及び「部局長」とは、国立大学法人九州大学物品管理規程

（平成１６年度九大会規第８号）第２条第１項に規定する部局及び部局長をいう。

（機種の選定）

第３条 部局長は、購入物品の機種の選定を適正に行うため、予定価格が原則として１，０００

万円を超える購入物品に関し、次の各号に掲げる事項について専門的観点から検討し、機種の

選定を行うものとする。

(1) 購入物品の規格、仕様及び性能等に関すること。

(2) 類似機種に関すること。

(3) 教育研究、診療又は事務目的と機種との関連性に関すること。

(4) その他必要があると認める事項に関すること。

２ 部局長は、前項に規定する機種の選定に当たり、予定価格が原則として国の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）第３条第１項に規定する財

務大臣の定める額以上の購入物品については、機種選定委員会（以下「委員会」という。）を

置き、機種の選定を行わせるものとする。

３ 部局長は、第１項に規定する機種の選定に当たり、予定価格が原則として前項に規定する額

未満の購入物品については、当該購入物品を使用する講座等に所属する職員など複数の者（以

下「機種選定者」という。）に、機種の選定を行わせるものとする。

（機種選定委員会）

第４条 委員会は、部局長の諮問に応じて当該部局における購入物品について機種の選定を行う

ものとする。

２ 委員会は、３人以上の委員をもって組織する。この場合において、委員には、当該購入物品

を使用する講座等以外の講座等に所属する職員を加えるものとする。

３ 前項の委員は、部局長が指名するものとする。

４ ２部局以上の共同利用に係る物品の機種の選定を行う場合には、関係部局間で協議して代表

部局を定め、当該代表部局長は、関係部局長の意見を徴して委員を指名するものとする。

５ 部局長又は代表部局長は、委員の指名に当たっては機種選定委員指名簿（別記様式第１号）

により、委員の任務を明らかにして行うものとする。

６ 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

７ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

（機種選定報告書）

第５条 委員会又は機種選定者は、購入物品の機種の選定をしたときは、機種選定報告書（別記

様式第２号）を作成し、部局長に提出するものとする。

（雑則）

第６条 この規程に定めるもののほか、機種の選定の実施に関し必要な事項は、部局長が定める

ことができる。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規程第８０号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第１１号）
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この規程は、平成２０年６月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第１０４号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大規程第５号）

この規程は、令和５年６月１日から施行する。
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別記様式第１号（第４条第５項関係）

機 種 選 定 委 員 指 名 簿

部 局 等 名 職 名 氏 名

機

種

選

定

委

員

事 次の物品の購入に当たり、機種の選定を行うため、九州大学における購入物品の

機種の選定に関する取扱規程第４条第３項の規定により機種選定委員に指名する。

項 ○○○○○○ ○台

備

考

年 月 日

部局名

部局長
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別記様式第２号（第５条関係）

機 種 選 定 報 告 書

購入物品名、規格、仕様等

1 使用目的及び選定の条件

(1) 使用目的

(2) 選定の条件

2 検討事項

(1) 類似機種についての比較検討

(2) その他検討事項

3 選定理由

4 参考資料

上記のとおり、種々検討した結果、標記購入物品の機種を選定したので報告します。

年 月 日

部局長 殿

委員長 (所 属)(職 名)(氏 名)

委員 (所 属)(職 名)(氏 名)

( )( )( )

備 考

1 機種選定者が機種を選定する場合は、「委員長」及び「委員」を「機種選定者」

とすること。

2 委員（機種選定者）の欄は、委員（機種選定者）の数に応じて作成すること。


